
平成２３年１２月議会
 議案等の概要

◆条例議案　　　　　　　 ４件

◆事件議案　　　　　　　 １件

◆予算議案 （補正予算）  　 ５件



武雄市子どもの医療費の助成に関する条例

　❏ 子どもの医療費の助成対象者の範囲の拡充・助成の額の見直しに
　　伴う新規条例

　　　●対象者：乳幼児＜満６歳（就学前）まで＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒子ども＜中学生まで＞　

　　
　



武雄市子どもの医療費の助成に関する条例
　●自己負担額　

　　
　

新条例 旧条例
★ 第１号対象者 　就学前（～満６歳）
【現物給付】
　１レセプトごとに
　 ◇入院の場合　　上限１，０００円
　 ◇入院外の場合
　（１）保険給付が１回の場合
　　　　　　　　　　　　上限　　５００円
　（２）保険給付が２回以上の場合
　　　１回目及び２回目の保険給付分
　　　を対象に　それぞれ上限　　５００円

★ 第１号対象者（～満３歳未満）
【現物給付】
　 １レセプトごとに
　　　　入院・入院外　３００円

★ 第１号対象者 　就学前（～満６歳）
【現物給付】
　１レセプトごとに
　 ◇入院の場合　　上限１，０００円
　 ◇入院外の場合
　（１）保険給付が１回の場合
　　　　　　　　　　　　上限　　５００円
　（２）保険給付が２回以上の場合
　　　１回目及び２回目の保険給付分
　　　を対象に　それぞれ上限　　５００円

★ 第２号対象者 就学前（満３～６歳）
【償還払い】
　 １レセプトごとに
　　　　入院・入院外　３００円

★ 第２号対象者 （小・中学生）
【償還払い】
　　入院に係る保険給付１レセプトごとに
　　　　　　　　　　　　上限１，０００円

《施行日　平成２４年４月１日》



武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例

　❏  鳥獣被害対策実施隊員＜非常勤特別職＞の報酬の額を定める
　　 ための改正

　  「鳥獣被害対策実施隊員」：銃猟、わなによる捕獲等を行う
　　  鳥獣捕獲員

　　　　報酬額　月額　１３２，０００円

　　　　　　　　　　　　　　《施行日　平成２４年２月１日》

　　
　



武雄市税条例等の一部を改正する条例

　❏  地方税法等の一部改正に伴う個人市民税の寄附金税額控除
　　 適用下限額の引下げのための改正

　　◆ 適用下限額『５，０００円』→『２，０００円』

　　　　　　　　　　　　　　《施行日　平成２４年１月１日》

　　
　



武雄市出生祝金支給条例を廃止する条例

　❏  子どもの医療費等子育て支援に係る助成措置の拡充に伴う
　　 出生祝金（出生児１人につき１万円）の支給を廃止するため
　　 の廃止条例

　　　　　　　　　　　　　《施行日　平成２４年１０月１日》

　　
　



予算議案（補正予算）について（５件）
❏ 平成２３年度武雄市一般会計補正予算（第６回）

❏ 平成２３年度武雄市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

❏ 平成２３年度武雄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回）

❏ 平成２３年度武雄市戸別浄化槽事業特別会計補正予算（第２回）

❏ 平成２３年度武雄市競輪事業特別会計補正予算（第３回）　　　　　

事件議案について
 ❏ 訴えの提起について

→ 市営住宅家賃の滞納に伴う市営住宅の明渡し等の請求


